
【保育のねらい】 

子ども達の豊かな人間性の育成をめざ

し、園生活という集団の中で、仲間と遊び

助け合うことによって、豊かな経験が得ら

れ、ひとりひとりの子ども達が「健康で明

るくいきいきとした生活」が送れるよう願

い保育しています。 

保育日課 

７：３０～ 登園・自由保育   

９：００～ クラス別保育 

１１：３０～ 昼食 

１２：３０～ お昼寝準備、お昼ね 

１４：３０～ おやつ、降園準備 

１６：００  降園 

１６：３０～１８：３０ 延長保育 

 

 

保育園の紹介 
 

●北信保育園         
開園日  日曜・祝日・お盆・年末
年始・年度末を除く毎日     
開園時間 ７：30～18：30    
（土）  ８：30～12：00                   
〒389-2702             
栄村大字北信 70（横倉）         
電話 0269-87-3070 
 

●秋山保育園 

※秋山保育園は現在休園中ですが、

秋山地区で保育の利用希望があった

場合に再開いたします。 

開園日 日曜・祝日・お盆・年末 

    年始・年度末を除く毎日 

開園時間 ７：30～18：30 

（土）8：30～1２：０0                

〒949-8321            

栄村大字堺 18281（小赤沢とねんぼ内）         

電話 025-767-3100 

 

 

 

 

 

 

 お問い合わせ 

栄村北信保育園 
〒389-2702 

長野県下水内郡栄村大字北信７０ 

☎0269-87-3070 

 
 

 

 

 
北信保育園 
秋山保育園 
ご案内 

 
 



延長保育 
短時間の認定をうけたご家庭や、一時預か

りでも、家庭の事情（就労など）により時

間を過ぎて保育が必要となる方には、通常

の保育時間終了後も延長して保育を実施し

ます。 

時間  16：30～18：30（短時間認

定） 利用料  ３０分につき７０円 

一時預かり 
保護者の疾病・仕事・冠婚葬祭などで一時

的に保育が必要な場合。            

時 間 ７：30～16：30（延長保育あり） 

     （土）８：３０～１２：００ 

対 象 生後 6か月以上のお子さん    

利用料 3歳未満児 4時間まで 1,000円 

      

8時間まで 2,000円 

    3歳以上児 4時間まで 550円 

          8時間まで 1,100円 

※お弁当をご持参ください。 

※園への送り迎えは保護者でお願いしま

す。 

保育園の開放 
入園前のお子さんの遊び場と、保護者の情

報交換のため、定期的に保育園の開放を行

っています。七夕まつり、やきいも大会、

クリスマス会、雪上運動会など一緒に楽し

みましょう。 

開放日 毎月第 2、第 4火曜日 

時 間 9時から 11時 

ほいくえんのいちねん 

～春～ 

入園式、交通安全教室、防火パレー

ド、保育参観、家庭訪問 

～夏～ 

親子体験教室、七夕まつり、プール遊

び、スイカわり大会 

～秋～ 

運動会、秋の遠足、やきいも大会、も

ちつき大会、祖父母参観、保育参観
（音楽会） 

～冬～ 

節分・豆まき、クリスマス会、発表

会、雪上運動会、お別れ会、卒園式 

保育料等について 

保育料はお子さんのご両親の所得に応じ

て決定される市町村民税の所得割額に応

じて決定されます。また、その家庭ごと

の就労状況に応じて保育の必要量（保育

を必要とする時間）が決定されます。  

保育料 

保育料基準額表 

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 保育料（月額） 

階層区分 定義 
３歳未満児（3

号認定）  

第１ 生活保護法による被保護世帯 

円 

0 

第２ 市町村民税非課税世帯 0 

第３ 所得割課税額 48,600 円未満 6,000 

第４ 所得割課税額 97,000 円未満 6,000 

第５ 所得割課税額 169,000 円未満 6,000 

第６ 所得割課税額 301,000 円未満 16,000 

第７ 所得割課税額 397,000 円未満 22,000 

第８ 所得割課税額 397,000 円以上 32,000 

 

3 歳以上児（2号認定）は保育料は無償となります

が、実費負担分として給食費を 3,000 円（月額）お

支払いいただきます。  

保育必要量                    

保育必要量には、「保育標準時間」と「保育短時間」の 2種

類があります。 

「保育標準時間」⇒  １日に最大１１時間の保育所利用が可能   

「保育短時間」 ⇒  １日に最大 ８時間の保育所利用が可能     

ただし延長保育を利用する場合はそれ以上利用可能 

保育必要量は、保護者の保育を必要とする事由や就労時間

などにより認定します。なお、「保育標準時間」に該当する

方であっても、「保育短時間」の認定を希望される場合は、

「保育短時間」として認定します。               

園で定める利用時間から外れた時間を利用する場合は、延長

保育となります。 

【利用時間のイメージ（例）】             

開所時間 7：30～18：30（保育短時間 8:30～16:30） 
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